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1．事業所の概要 

 

（１）事業所名及び代表者氏名 

株式会社 西村工務店 

代表取締役 西村 昌樹 

（２）所在地 

〔 本社 〕兵庫県美方郡香美町村岡区福岡 17 番地 

〔森脇倉庫〕兵庫県美方郡香美町村岡区森脇 192 番地 

（３）環境管理責任者氏名及び担当者連絡先 

環境管理責任者 加藤 一郎（代理者 西村 昌樹） 

EA21 事務局 亀村 里美 

連絡先 電話 0796-96-1136  ＦＡＸ 0796-96-0832 

（４）事業活動内容 

   建築工事業、土木工事業 

（５）事業規模 

   年間売上高   12 億 672 万円（前期 9 億 9,964 万円） 

   従業員数    19 人（2015.5.1 現在、前年 18 人） 

   床面積     1937.96 ㎡ 

（６）建設現場等の概要（2015 年度） 

   建築工事    149 件（前年 182 件） 

土木工事      74 件（前年 86 件） 

 

２．対象範囲、レポートの対象期間及び発行日 

 

（１）株式会社 西村工務店の建設部門及びそれに付随する業務をその範囲とする。 

    （宿泊部門うづかの森は審査対象外：2017 年までに組み入れる） 

 

（２）レポートの対象期間及び発行日は、表紙に記載。 
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３．環境方針 

 

株式会社 西村工務店 環境方針 

当社は経営理念『快適で安心していただける環境づくり』のため、地球環境問題と事業の

発展を調和させて持続可能な建設活動に努めます。 

１．建設工事に伴う環境負荷（二酸化炭素排出量を含む）の低減に努めます。 

２．建設廃棄物を低減するためのリサイクル活動およびグリーン購入を推進します。 

３．関係する環境法規及び地元との協定を遵守します。 

４．生物多様性に配慮した事業活動を展開します。 

本方針を全従業員及び協力会社社員に周知させ、社外へも公開します。 

改訂日 2014 年 5 月 1 日 

制定日 2008 年 8 月 18 日 

株式会社 西村工務店 

代表取締役 西村 昌樹 
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４．環境目標とその実績、次年度取組内容 

（１）当社における環境目標と実績は以下の通りです。 

№ 環境目標 
基準年度 

 

2015 年度目標(5 月～4月) 2016 年度 

目標 

2017 年度 

目標 
2015 年度通期実績(5 月～4月) 

1-1 

二酸化炭素排出量削減 

（電力使用量の削減） 

2009 年度 

15,371kg-CO2  

（29,391kWh） 

 

11,558kg-CO2 （22,100kWh） 10,983 

kg-CO2 

（21,000kWh） 

（‘09 年度比 23％減） 

10,773 

kg-CO2 

（20,600kWh） 

（‘09 年度比 24％減） 

  

11,559kg-CO2（22,101kWh） 

1-2 

二酸化炭素排出量削減 

（ｶﾞｿﾘﾝ車両燃費の向上） 
2010 年度 

47.7％ 

達成台数率 52.0％以上 達成達成率 

53.0％以上 

(継続実施)  

達成台数率 

54.0％以上 

（継続実施） 

Σ達成台数 89 台/Σ全台数 164 台 

=54.2％ 

1-3 

二酸化炭素排出量削減 

（軽油車輌燃費の向上） 
2013 年度

51.4％ 

達成台数率 61.0％以上 達成台数率 

62.0％以上 

(継続実施)  

達成台数率 

63.0％以上 

(継続実施) 

Σ達成台数 15 台/Σ全台数 26 台 

=57.6％ 

2-1 

 

産業廃棄物排出量削減 

（リサイクル率の向上） 

50 ㎥ 

（2014 年度） 

49 ㎥ 

47 ㎥ 46 ㎥ 
36 ㎥ 

2-2 

一般廃棄物排出量削減 

（紙資源使用量の削減） 
2011 年度 

85,000 枚 

72,500 枚 71,300 枚 

（‘11 年度比 15％減） 

 

71,000 枚 

（‘11 年度比 16％減） 

 
144,631 枚 

3 総排水量の削減 
2011 年度 

133m3 

129m3 128m3 

（‘11 年度比 3％減） 

127m3 

（‘11 年度比 3％減） 164m3 

4 グリーン購入品目の増加 
2011 年度 

7 品目 

14 品目（うち新規 1品目） 15 品目 

（‘11年度比8項目増） 

16 品目 

（‘11年度比9項目増） 13 品目（うち新規 2品目） 

5 FP 住宅の販売棟数の増加 
2011 年度 

0 棟 

1 棟 2 

（‘11 年度比＋1 件） 

2 

（‘11 年度比＋2 件） 1 棟 

（注 1）電力使用による二酸化炭素の排出係数を 0.523kg-CO2/kwh とした 

（注 2）達成台数率とは、当社が所有している車の全数から、それぞれの車に定められ

た目標値に対して、達成できた車の台数を除したもの（台数×測定月数） 

（注 3）FP 住宅とは、FP コーポレーションが推進する高気密高断熱工法を用いた住宅

のことである。 
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（２）主な環境負荷 

№ 環境負荷 単位 2015 年度 2014 年度 2013 年度 

1 二酸化炭素排出量 Kg-CO2 259,690 181,459 220,202 

2 一般廃棄物排出量 t 9.48 5.22 5.26 

3 産業廃棄物排出量 t 233 532 833 

4 総排水量 m3 164 201 161 

5 エネルギー使用量 MJ 3,640,412 2,715,276 3,065,440 

6 資源等使用量 t 7,233 6,015 5,942 
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５．主要な環境活動計画、取り組み結果とその評価及び次年度の取り組み内容について 

№ 環境目標 環境活動計画の概要 
達成状況 

(24/5～25/4) 
評価 

次年度の取り組

み事項 

1-1 電力使用量の削減 

・パソコンの不使用時の電

源オフ徹底 

・薪ストーブのフル活用 

 

目標：22,100kWh 

実績：22,101kWh 

 

未達成 

あと、目標まで

1kwh とあと一

歩で及ばなか

った。 

・電力量測定によ

る実態把握 

 

1-2 ｶﾞｿﾘﾝ車輌燃費の向上 

・無駄なアイドリング

を無くする 

・エコカーの導入 

 

目標：52％以上 

実績：54％ 

 

達成 

ハイブリッド

が3台になった 

・高燃費 

車種の導入 

1-3 軽油車輌燃費の向上 

・無駄なアイドリング

を無くする 

 

目標：61％以上 

実績：57％ 

 

未達成 

達成できた月

が以前より増

えた 

・無駄なアイド

リングを無く

する 

 

2-1 
産業廃棄物 

排出量削減 

・分別の徹底 目標：48 ㎥ 

実績：36 ㎥ 

達成 

実施初年度と

いうことで、目

標値の設定が

あいまいだっ

た。 

・分別の徹底 

・意識変革 

2-2 紙資源使用量の削減 

・PDF 化の推進 

 

目標：72,500 枚 

実績：144,000 枚 

 

未達成 

安易に印刷

化してしま

うこと原因 

・PDF 化の推

進 

・社内での啓発

活動の推進 

3 総排水量削減 

・こまめに蛇口を閉め

る 

 

目標： 129 ㎥ 

実績： 164 ㎥ 

 

未達成 

漏水がある様

子 

・漏水の原因究

明 

4 
グリーン購入品目の

増加 

・購入前にグリーン品

であるかどうかを確認

する 

目標： 1 品目 

実績： 1 品目 

 

達成 

 

・購入前にグリ

ーン品である

かどうかを確

認する 

5 
FP 住宅の販売件数の

増加 

・営業訪問時に、必

ず説明を行う 

 

目標： 1 棟 

実績： 1 棟 

 

達成 

社員の意識 

改革 

・現場見学会の

開催 
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６．環境関連法規への違反、訴訟等の有無 

（１）当社に適用される主な環境関連法規の遵守状況 

下記の通り環境関連法規及び条例を事業所、建設現場ともに遵守しており、違反はあ

りません。また関係当局より違反等の指摘も過去５年間ありません。 

  

№ 法律名 遵守すべき要求事項 遵守状況 

1 

廃棄物処理法 産業廃棄物の運搬、処分は許可を受けた者が実

施する。平成 23 年度より 1 年間集計し 6 月ま

でに報告書を提出。 

遵法 

2 

建設ﾘｻｲｸﾙ法 発注者への計画等説明書（工事着手する日の 7

日前まで）と完了報告書。 

遵法 

3 

建築基準法 確認申請書を提出して建築主事の確認を受け、

確認済証の交付を受ける。 

遵法 

4 

騒音規制法 作業開始 7 日前までに特定建設作業届を各市

町村に提出。 

遵法 

5 

振動規制法 作業開始 7日前までに特定建設作業届を各市町

村に提出。 
遵法 

6 

河川法 １日 50m3 以上の汚水を河川に排水する場

合は河川管理者に届出書提出 

遵法 

 

（２）環境関連訴訟等の有無 

環境関連訴訟等に関して過去 5年間に１件も発生しておりません。        

 

 

７．代表者による全体評価と見直しの結果 

産業廃棄物の処分については、工事量、工事内容によって、排出量が大きくことなり、

またリサイクルできるものかどうか判断つかないものも多いため、それらを確実にして、

成果をつみあげ、その中で具体的に削減できるものを考えていきいく。 

現場の環境（整理整頓）整備が不十分で、クレームに発展した事例がある。社内清掃に

おいては、日ごろからその習慣を養っていたが、まだ社員自身の取り組みはまだまだであ

ることがわかった。さらなる教育を行う必要がある。 
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 【全体総括】 

 エコアクションに取り組んでずいぶんとなるが、いまだ『一つ』の何かを決め、実行す

るにも、社員全体で統一した行動がとれていない。 

 もう一度原点に立ち返り、全員がしっかりと取り組めるものを取捨選択して行うように

していきたい。 

 以前は、エコアクションの取り組みは活気的とも言われていたが、参入業者も増えて特

段の優位性が保てないようになってきている。であるがゆえに、じっくりした『活動』を

行って成果をあげるしかない。 

 

                                    以上 


